
※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は，表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので，詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和４年９月２７日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

1 国内立地推進事業費補助金

供給網（サプライチェーン）の中核分野となる代替が効
かない部品・素材分野と，我が国の将来の雇用を支え
る高付加価値の成長分野における生産設備の新設・
増設に対して補助を行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

経済産業省 東北経済産業局 企業成長支援課 ０２２－２２１－４８０７

2①

中小企業組合等共同施設等災害復
旧費補助金
①中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業

東日本大震災で被災した中小企業グループ等，商店
街，事業協同組合等が進める施設・設備の復旧整備
へ助成を行うもの。

宮城県 経済商工観光部 企業復興支援室
企業復興支援班
０２２ー２１１ー２７６５

2②

中小企業組合等共同施設等災害復
旧費補助金
②中小企業組合共同施設等災害復
旧事業

事業協同組合等の共同施設（倉庫，生産施設等）の復
旧への助成を行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 商工金融課
商工団体指導班
０２２ー２１１ー２７４３

3 地域商業活性化支援補助金

東日本大震災により被害を受けた商店街等に賑わい
を創出するため，被災した商店街等が実施する復興イ
ベント等や賑わい創出に向けて行う施設整備事業，被
災地域以外の商店街等が被災地域を支援する事業，
災害に強い商店街等の整備を行う事業等を支援する
ことにより，地域商業の活性化を図るもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

経済産業省 東北経済産業局
商業・流通サービス
産業課

０２２－２２１－４９１４

4

仮設施設整備事業
（旧：独立行政法人中小企業基盤整
備機構特定事業者復興支援施設整
備事業（仮設店舗・仮設工場等の整
備））

被災された中小企業者の早期事業再開を支援するた
め，仮設店舗や仮設工場を設置し，自治体を通じて貸
し出す事業。（入居対象：被災された中小企業者など）

経済産業省 東北経済産業局
東日本大震災復興
推進室

０２２－２２１－４８１３

5
新事業育成資金（グローバル展開関
連）

高い成長性が見込まれる新たな事業を行い，海外を
含めたマーケティングを踏まえた自社製品開発や，国
内外への販路開拓等を行う中小企業者へ低利融資を
実施するもの。

経済産業省 東北経済産業局 中小企業課 ０２２－２２１－４９２２

6
グローバル技術連携・創業支援補助
金（一般枠）

海外展開に向けた試作開発とその販路開拓を支援す
るもの。
（被災された企業や被災された企業と協力する企業が
構成するグループを対象とする。）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

経済産業省 東北経済産業局 産業技術革新課 ０２２－２２１－４８９７

7
グローバル技術連携・創業支援補助
金（創業枠）

海外展開に向けた試作開発とその販路開拓を支援す
るもの。
（企業や大学等と協力する創業期（創業10年以内）の
中小企業グループを対象とする。）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

経済産業省 東北経済産業局 産業技術革新課 ０２２－２２１－４８９７

8
農商工連携等による被災地等復興支
援事業

東日本大震災での被災による影響を受けている被災
地等の持続的な復興・振興に資する新事業活動の促
進を図るため，中小企業の連携体等が行う新商品・新
サービス，新技術の開発や販路開拓の取組を支援す
るもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

経済産業省 東北経済産業局
地域ブランド連携
推進室

０２２－２２１－４９２３

9
中小企業の協働による国内外販路開
拓等支援事業

震災からの復興に向けた国内外販路開拓を支援する
もの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

経済産業省 東北経済産業局
地域ブランド連携
推進室

０２２－２２１－４９２３

10
農山漁村活性化プロジェクト支援交付
金

災害による倒壊など，人命に影響を及ぼす恐れのある
施設について，施設の補修，補強及び機能強化等を
支援するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

農林水産省 東北農政局
農村振興部
農村計画課

０２２－２６１－６７３４

11
木材加工流通施設等復旧対策事業
補助金

木材加工施設等の復旧支援及び県産材の流通経費
などへの支援を行うもの。

※事業復興型雇用創出助成金申請時において，政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として，次の書類の提出が必
要です。
・補助金交付決定書の写し
・事業計画書の写し
・補助対象となった施設等の工事請負契約書等（補助
対象となった事業所の所在住所が分かるもの）

木材加工流通施設の復旧等のうち，被災工場の
改良復旧及び被災工場との水平連携に限る。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 水産林政部 林業振興課
みやぎ材流通推進班
０２２ー２１１ー２９１２

12 ６次産業化先導モデル育成事業
被災地における農林漁業者，食品産業事業者等の連
携による６次産業化に必要な施設の整備を支援するも
の。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

農林水産省
東北農政局
経営・事業支援
部

地域食品・連携課 ０２２－２２１－６４０３

13
農山漁村再生可能エネルギー導入事
業

被災地において再生可能エネルギー導入可能性調査
を実施するとともに，小水力・太陽光発電設備等の再
生可能エネルギー供給施設の整備を支援するもの。
（対象地域：岩手，宮城，福島）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

農林水産省
食料産業局

農村振興局

バイオマス循環資
源課

整備部

再生可能エネルギー
室
０３－６７４４－１５０８
地域整備課
０３－６７４４－２２０９

14 東日本大震災農業生産対策交付金
農業用共同利用施設の復旧，資材購入等への助成を
行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 農政部 園芸推進課
調整班
０２２ー２１１ー２２２４

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト１）【住宅支援費】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。

番号 対象産業政策名

なお，支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。
ただし、補助等の内容に労働者の家賃などの住宅支援が含まれる場合は，対象となりません。

（令和５年１０月２日現在）

政策の内容 適用範囲の限定

対象産業政策の担当窓口
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15
食料の物流拠点機能強化等支援事
業等

食品製造業者，加工食品卸売業者等の共同・連携に
よる被災地の物流拠点の整備を支援するもの。

食料の物流拠点機能強化等支援事業に限る。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

農林水産省 食料産業局 食品流通課
食品サービス第２班
０３－３５０２－７６５９

16 介護基盤復興まちづくり整備事業

被災地におけるホームヘルプ，デイサービス，訪問看
護，地域交流スペース，配食サービスなどのハード整
備に対して，１か所あたり３千万円を限度に補助するも
の。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課
施設支援班
０２２－２１１－２５４９

17
みやぎＩＴ商品販売・導入促進事業
（ＩＴ商品導入促進事業）

県内ＩＴ企業の開発・改良販売支援と地元産業へのＩＴ
導入の支援を行うもの。

IT商品認定を受けた事業所のうち，平成23年3月
11日以降令和6年3月31日までの間に補助金の
交付決定を受けた事業所に限る。

宮城県 経済商工観光部
産業デジタル推進
課

産業デジタル推進第二
班
０２２ー２１１ー２４７９

18 特別養護老人ホーム建設費補助事業
特別養護老人ホームの新築・増改築等に対して補助
を行うもの。

宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課
施設支援班
０２２ー２１１ー２５４９

19 介護基盤緊急整備特別対策事業
定員29人以下の地域密着型特別養護老人ホームや
認知症高齢者グループホーム等の地域密着型施設の
整備に対して補助を行うもの。

施設開設経費助成特別対策事業の対象となって
いる施設は除く。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課
施設支援班
０２２ー２１１ー２５４９

20 中小企業施設設備復旧支援事業
中小製造業者が進める施設・設備の復旧整備への助
成を行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 新産業振興課
新産業支援班
０２２ー２１１ー２７２２

22 みやぎ企業立地奨励金事業

県内に工場等の新設，増設等を行う企業を対象に奨
励金を交付するもの。

※事業復興型雇用創出助成金申請時において，政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として，次の書類の提出が必
要です。
・奨励金対象工場等指定通知書の写し
・奨励金交付決定の通知書の写し（交付決定未了の
場合は，工事請負契約書等の着工済であることを証
明する書類の写し）

原則として，平成23年3月11日以降に指定申請
を行い，令和6年3月31日までに交付決定を受け
た事業所を対象とする。
なお，令和6年3月31日までに指定及び着工が
あった場合は，一定の要件の下に，事業復興型
雇用創出助成金の申請を可能とする。（交付決
定通知書が交付されなかった場合，事業復興型
雇用創出助成金は返還となる。）

宮城県 経済商工観光部 産業立地推進課
企業立地企画班
０２２－２１１－２７３３

23 企業立地資金貸付事業

工場等を新・増設する場合に建設費及び機械設備導
入費を低利で貸し付けするもの。

※事業復興型雇用創出助成金申請時において，政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として，次の書類の提出が必
要です。
・融資契約書の写し
・設備資金を実施済であることが分かる書類（工事契
約書，建築確認書，固定資産台帳等）の写し

宮城県 経済商工観光部 産業立地推進課
企業誘致第一班
０２２ー２１１ー２７３２

24 工業立地促進資金融資事業

工場等を新・増設する場合に工場等用地購入費を低
利で貸し付けするもの。

※事業復興型雇用創出助成金申請時において，政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として，次の書類の提出が必
要です。
・融資契約書の写し
・土地売買契約書の写し

宮城県 経済商工観光部 産業立地推進課
企業誘致第一班
０２２ー２１１ー２７３２

25 中小企業経営安定資金等貸付金

震災により被害を受け，事業活動に支障を来している
中小企業者等に対して，取扱金融機関を通じて融資を
行うもの。

※事業復興型雇用創出助成金申請時において，政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として，次の書類の提出が必
要です。
・融資契約書の写し
・信用保証協会信用保証書（金融機関で保管している
もの）の写し（貸付を受けた金融機関で交付を受けてく
ださい。）（「資金使途」欄が，「設備」または「運転設
備」となっている場合に対象となります。（「運転」のみ
である場合は対象となりません。））
・設備資金を実施済であることが分かる書類（工事契
約書，建築確認書，固定資産台帳等）の写し
・市町村長が発行する罹災証明書等（または，知事，
市町村長，商工会議所会頭若しくは商工会会長の認
定を受けたもの）の写し（東日本大震災により被害を
受けたことがわかるもの，かつ，資金の借入の際に提
出したものに限る。）（災害復旧対策資金（一般枠）の
場合に提出が必要です。）

以下の融資制度において，設備資金の貸し付け
を受け，設備整備を実施済（着手を含む）となっ
ている場合に限る。（当該事実が分かる書類の
提出を要する。）

○中小企業経営安定資金
　・みやぎ中小企業復興特別資金
　・災害復旧対策資金（一般枠）（ただし，東日本
　　大震災を起因としたものに限る。）

宮城県 経済商工観光部 商工金融課
商工金融班
０２２ー２１１ー２７４４

26
被災中小企業組合等共同施設等復
旧支援事業

国庫補助事業(中小企業組合共同施設等災害復旧事
業)の対象とならない企業組合等を含む各組合の共同
施設(組合会館・事務所等)の復旧への助成を行うも
の。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 商工金融課
商工団体指導班
０２２ー２１１ー２７４３
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※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は，表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので，詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和４年９月２７日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト１）【住宅支援費】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。

番号 対象産業政策名

なお，支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。
ただし、補助等の内容に労働者の家賃などの住宅支援が含まれる場合は，対象となりません。

（令和５年１０月２日現在）

政策の内容 適用範囲の限定

対象産業政策の担当窓口

27 商店復旧支援補助金 商業者を対象に店舗等復旧への助成を行うもの。
※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 商工金融課
商業振興班
０２２ー２１１ー２７４６

28 商業活動再開支援補助金 商業者を対象に仮店舗整備等への助成を行うもの。
※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 商工金融課
商業振興班
０２２ー２１１ー２７４６

32
原子力災害周辺地域産業復興企業
立地補助事業

原子力災害で著しく企業立地の誘引力を減じた地域
に用地を取得し，工場等を新増設する事業者に対し，
用地取得経費から量産設備の敷設までの企業立地に
係る経費を幅広く支援するもの。

本県に用地を取得した場合に限り対象となる。 経済産業省 経済産業政策局
地域経済産業グ
ループ地域産業基
盤整備課

０３－３５０１－１６７７

33 木質バイオマス関連施設整備事業

被災地域において木質系震災廃棄物や未利用間伐
材等を活用する木質バイオマス発電施設・熱供給施
設・木質燃料製造施設等の整備に対する支援を行うも
の。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 水産林政部 林業振興課
みやぎ材流通推進班
０２２－２１１－２９１２

34
森林整備加速化・林業再生事業費
補助金（機能の高度化に資する施設
の整備に限る。）

震災復興に必要な木材の安定供給のため，木材利用
関連施設整備に対する支援を行うもの。

機能の高度化に資する施設の整備に限る。
具体的には，高性能林業機械等の導入，木材加
工流通施設等の整備，木質バイオマス利用施設
等整備が対象。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 水産林政部 林業振興課
林業基盤整備班
０２２－２１１－２９１３

35
水産業共同利用施設復旧整備事業
（単なる現状復旧のための事業を除
く。）

被災した水産加工業協同組合等の復興に不可欠な水
産業共同利用施設の整備に要する経費を補助するも
の。

単なる現状復旧のための事業を除く。
具体的には，事業計画書に費用便益分析計算
書の提出がされた事業主に限る。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 水産林政部

水産業振興課

水産業基盤整備課

流通加工班
０２２－２１１－２９３１

養殖振興班
０２２－２１１－２９４３

36
水産業共同利用施設復旧支援事業
（機能高度化等を図る場合に限る。）

被災した水産業共同利用施設の復旧に要する経費を
補助するもの。

機能高度化等を図る場合に限る。
具体的には，事業計画書の提出時に併せて共
同施設利用計画書の提出を義務付けられた事
業に限る。
対象者については，当該共同施設を利用する者
（組合員）（共同利用計画書の「施設を利用する
者（組合員）」に記載された者（組合員））及びそ
の事業実施主体，または，震災後新たに設立し
た事業協同組合が対象。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 水産林政部

水産業振興課

水産業基盤整備課

流通加工班
０２２－２１１－２９３１

養殖振興班
０２２－２１１－２９４３

37

被災者営農継続支援耕作放棄地
活用事業（農業生産法人等が被災者
を雇用して経営規模を拡大する場合
に限る。）

被災を免れた地域や避難先等において荒廃した耕作
放棄地を活用し営農活動を再開する被災農業者等の
取組を支援するもの。

農業生産法人等が被災者を雇用して経営規模を
拡大する場合に限る。
ただし，受給要件労働者は被災者に限定しな
い。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

公益社団法人
みやぎ農業振
興公社

担い手育成部
担い手育成班
０２２－２７５－９１９２

38 被災地域農業復興総合支援事業

市町村が実施する農業用施設の整備及び農業用機
械の導入を総合的に支援し，地域の意欲ある多様な
経営体の育成・確保及び早期の営農再開を支援する
もの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 農政部 農業振興課
経営構造対策班
０２２－２１１－２８３５

39

地域医療再生臨時特例交付金
（①第二期宮城県地域医療再生計画
事業及び
②宮城県地域医療復興計画事業に限
る。）

第二期宮城県地域再生計画及び宮城県地域医療復
興計画に位置づけられた事業を実施する県内医療機
関等に対する補助を行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部 医療政策課
地域医療第二班
０２２－２１１－２６１７

40
保育所等の複合化・多機能化推進事
業

子どもと子育てを身近な地域で支える観点から，子育
て関連施設の複合化・多機能化を図る基盤整備を支
援するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部 子育て社会推進課
保育支援班
０２２－２１１－２５２９

41
幼稚園等の複合化・多機能化推進事
業

子どもと子育てを身近な地域で支える観点から，子育
て関連施設の複合化・多機能化を図る基盤整備を支
援するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 総務部 私学・公益法人課
幼稚園・専修学校班
０２２－２１１－２２６１

42

社会福祉施設等施設整備費国庫補
助金
①障害者福祉施設整備事業費補助
金（仙台市外の対象施設）
②仙台市障害福祉施設整備費補助
金（仙台市内の対象施設）

障害者総合支援法に基づく施設等の整備を行う際に，
その費用の一部を補助するもの。

・整備区分が次のものに限る。
「創設」「増築」「大規模修繕等（区分がグループ
ホーム等改修全整備，短期入所事業等改修整
備，障害福祉サービス事業等改修整備のいずれ
かであって，かつ，補助金の対象施設での事業
を新たに開始する場合に限る。）」

・地方自治体が設置する施設を除く。
・公務員の身分をもつ者は除く。
・国や県または市町村から人件費の経費負担を
受けている者は除く。

宮城県 保健福祉部

【仙台市外の対象
施設】
宮城県障害福祉課

【仙台市内の対象
施設】
仙台市健康福祉局
障害者支援課

【仙台市外の対象施
設】
宮城県障害福祉課
施設支援班
０２２－２１１－２５４４

【仙台市内の対象施
設】
仙台市健康福祉局
障害者支援課
０２２－２１４－８１８８
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※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は，表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので，詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和４年９月２７日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト１）【住宅支援費】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。

番号 対象産業政策名

なお，支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。
ただし、補助等の内容に労働者の家賃などの住宅支援が含まれる場合は，対象となりません。

（令和５年１０月２日現在）

政策の内容 適用範囲の限定

対象産業政策の担当窓口

43 地域商業等事業再開支援補助金
商業者を対象に店舗復旧・仮店舗整備等への助成を
行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 商工金融課
商業振興班
０２２ー２１１ー２７４６

44
津波・原子力災害被災地域雇用創出
企業立地補助金

東日本大震災で特に大きな被害を受けた津波浸水地
域の産業振興を加速させるため，これらの地域におい
て工場等を新増設する企業に対し，その経費の一部
を補助することにより，雇用の創出を通じて地域経済
の活性化を図るもの。

当該事業により本県に工場等を立地した場合に
限り対象となる。

経済産業省 経済産業政策局
地域経済産業グ
ループ地域産業基
盤整備課

０３－３５０１－１６７７

45 商業機能回復支援補助金
東日本大震災により甚大な被害を受けた被災事業者
に対して支援を行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 商工金融課
商業振興班
０２２ー２１１ー２７４６

46
伴走型人材確保・育成支援モデル事
業

地域コーディネート機関等によるきめ細かな伴走型支
援により，学生向けインターンシップの実施又は社会
人向けトライアル就業プログラムを実施し，企業の人
手不足の解消，地域の持続的成長を図るもの。

インターンシップ事業やトライアル就業事業にお
いて受入れを実施した宮城県の沿岸部に所在す
る中小企業の事業所であること

復興庁
雇用促進班
０３－６３２８－０２７４

47 企業間専門人材派遣支援モデル事業

大企業等において各分野で専門的に働いてきた従業
員等を，被災地企業に派遣し，一時的な人材不足の
解消に資するのみならず，課題を解決し，経営改善と
魅力の向上（企業価値の向上），被災企業自らの人材
獲得力の向上を図るもの。

復興庁から委託を受けた人材コーディネート機
関を通じて専門的スキルを持つ人材を受け入
れ，事業の実施を認められた宮城県の沿岸部に
所在する中小企業の事業所であること

復興庁
雇用促進班
０３－６３２８－０２７４

48
東日本大震災被災地域中小企業人
材確保支援等事業

震災の影響を受けている中小企業を対象に，セミナー
の開催や専門家による個別指導等を実施し，経営改
善や魅力発信等を含めた総合的な人材確保支援を行
うもの。

国から委託を受けた法人又はコンソーシアムに
よる専門家派遣やマッチング等の支援を受けた
宮城県の沿岸部に所在する中小企業の事業所
であること

中小企業庁 経営支援部 経営支援課 ０３－３５０１－１７６３

49
チーム化による水産加工業等再生モ
デル事業

業績回復が遅れている水産加工業等被災地の中小
企業を対象に，複数の事業者がそれぞれの強みを活
かしつつ，連携して販売促進や人材確保等に取り組む
チーム化を推進し，産業復興の加速化を図るもの。

事業の実施団体として国と契約した提案チーム
の代表団体の構成員である宮城県の沿岸部に
所在する中小企業の事業所であること

復興庁
復興特区班
０３－６３２８－０２６４

50
水産業人材確保支援事業（水産業従
業員宿舎整備事業費補助金）

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域におい
て，地域の基幹産業となっている漁業及び水産加工
業の生産能力向上のため，中小水産業者等が実施す
る従業員確保のための宿舎整備を支援するもの。

漁業就業者又は従業員確保のための宿舎整備
を行う中小水産業者に限る。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で，既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 水産林政部 水産業振興課

企画推進班（漁業）
０２２－２１１－２９３５
流通加工班（水産加
工）
０２２－２１１－２９３１

石巻市 産業部 水産課
水産業振興係
０２２５ー９５ー１１１１
内線３５１３

塩竈市 産業建設部 水産振興課
水産総務係
０２２－７８１－７７０６

気仙沼市 産業部 水産課
加工振興係
０２２６－２２－６６００

名取市 生活経済部 農林水産課
水産業振興係
０２２－７２４－７１５１

亘理町 農林水産課
水産班
０２２３－３４－０５０３

七ヶ浜町 産業課
水産商工係
０２２－３５７－７４４３

女川町 産業振興課
水産係
０２２５－５４－３１３１

南三陸町 農林水産課
水産業振興係
０２２６－４６－１３７８

52
被災中小企業施設・設備整備支援事
業資金貸付制度
（高度化スキームによる貸付制度）

県から復興事業計画の認定を受けた中小企業グルー
プの中小企業等を対象に，施設・設備導入に係る資金
を貸し付けするもの。

宮城県 経済商工観光部 企業復興支援室
企業復興支援班
０２２－２１１－２７６５

51 水産業共同利用施設復興整備事業
本格的な水産業の復興に向け，市町村が策定する復
興計画等に基づく水産加工流通施設の整備に対して
支援するもの。

・右記の市町村が実施しているものに限る。
・単なる現状復旧のための事業を除く。

※公募手続が終了している市町分については，
既に支援決定を受けている事業主のみが助成
対象となりえます。
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